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序文 
 

国際協力機構は、1960 年代からインドネシアへの技術協力を実施しており、インドネシ

アの経済成長とともに様々なセクター、課題に対して支援を実施してきた。その内容は、

基本的にはインドネシアの中期開発計画に基づいた要請調査の実施によってインドネシア

政府より我が国へ要請された個別案件の集積であり、支援先は宗教省や国軍を除くほぼ全

てのインドネシア省庁にまたがっている。 

 一方、1998 年 5 月のスハルト政権崩壊以降は、民主化の加速、地方分権化、大型自然災

害の多発など、従来のセクター分けによる各省への支援では解決できないような、複雑な

課題要素が含まれてきているのが潮流としてある。 

 かかる状況において、2008 年に迫った国際協力機構と国際協力銀行の統合に向けて、転

機にある対インドネシア支援の方向性を見直しの上で新 JICA の国別事業実施方針を策定

するため、インドネシアの開発とわが国 ODA との関連にかかる包括的な分析が必要とさ

れている。 

本調査事業では、スハルト政権発足から現在にいたる約 40 年間におけるインドネシア

の開発政策と日本の支援事業の整合性を検証し、今後 10 年ほどの中期的なインドネシアの

開発課題を検討してとりまとめ、それらを踏まえて上記の意図に資する日本の対インドネ

シア支援のあり方に関する提言を導き出すことを目的とした。 

 

なお、報告書の内容については、本調査委託先機関（独立行政法人日本貿易振興機構ア

ジア経済研究所）が自らの判断の下に国際協力機構に対して提言を行なうという位置づけ

であり、調査の過程において当機構から内容の変更を求めることは極力避けている。 

 

 

国際協力機構（JICA） 

理事 金子 節志  
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はじめに 
 

本報告書は、2007 年 4 月から 8 月にかけて日本貿易振興機構アジア経済研究所が実施し

た国際協力機構からの委託調査の成果である。本調査の目的は、2008 年の国際協力機構

（JICA）と国際協力銀行（JBIC）との統合を前に、過去 40 年におよぶ日本の対インドネ

シア支援に関する分析から教訓を引き出し、今後のインドネシアの発展の方向性に即して

日本の支援のあり方を検討することにある。 

本調査では、過去 40 年のインドネシアの開発政策に通底する目的を「持続的成長」「分

配・貧困削減」「安定・安全」の三つに設定した。この三本柱の枠組みのなかで、過去およ

び将来のインドネシアの開発政策と日本の支援事業を捉え、地域研究にもとづく定性的な

理解と開発経済学的な計量ツールとを組み合わせて分析する方法を採用した。 

 

第 I 部 過去から何を学ぶか？ 
 

1 日本の ODA と対インドネシア支援 
 

 日本の ODA は、1997 年を境に削減傾向

にあり、「選択と集中」が重要性を増してい

る。しかし、インドネシアに対する ODA

供与額は、累積額で一貫して 大である。

近年の ODA 削減傾向のなかでも、インド

ネシアの位置づけの大きさには変化が見ら

れない（図 1.1）。 

その背景には、インドネシアが東南アジ

ア諸国連合（ASEAN）の大国であり、日本

にとって友好関係の歴史が長い、外交上の

重要なパートナーであること、貿易・投資

面で日本と密接な関係にあり、エネルギ

ー・天然資源の供給源であり、日本の国際

航行上の要衝に位置することなどの事情が

ある。 

一方、インドネシアにとっても、日本は

貿易・投資・ODA の三つの面で 重要国で

ある。日本は、二国間 ODA の供与額が突

出して大きいだけでなく、多国間 ODA を

含めても 大の ODA 供与国となっている。図 1.2 にみるように、インドネシアに対する

図1.1　日本からの主要アジア諸国へのODA累積額、1960年-2004年
（単位:100万ドル、2003年ベース価格の支出純額）

（出所）通産省ホームページ（http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2006/2006honbun/
                 excel/i3129000.xls)  より高橋作成
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図1.2　海外からの公的債務残高の国・機関別シェア

　　（2007年第1四半期末）

（出所）Bank Indonesia, Indonesian Financial Statisticsより高橋作成
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主要ドナーは、日本、アジア開発銀行（ADB）、世界銀行（IBRD と IDA）だが、日本はイ

ンドネシアの対外公的債務総額の 44％と 大のシェアを占めている。 

 

2 インドネシアにおける開発政策の変遷 

 
 過去 40 年のインドネシアの開発政策の変遷を巨視的にみると、スハルト政権初期から現

ユドヨノ政権にいたるまで、「持続的成長」「分配・貧困削減」「安定・安全」という三つの

課題の克服が常に同時並行的に追求されてきた。その三本柱のそれぞれにおいて、次のよ

うな政策指向（イデオロギー）の対立が存在していた。成長政策においては自由主義と民

族主義、分配政策では社会主義と家族主義、安定政策では民主主義と権威主義の間の対立

である。 

 経済危機の時には自由主義的成長政策が採用され、財政資金が潤沢な好況時には、民族

主義的成長政策、社会主義的および家族主義的分配政策が実行される傾向があった。表 2.1

からみてとれるように、後者に振り子が揺れるのは、1974 年から 1980 年代初頭までの石

油ブーム期と、1980 年代末からアジア通貨危機までの高度成長期の 2 回である。 

 

表2.1　開発政策の分類と変遷

政策の分類

イデオロギー 自由主義 民族主義 社会主義 家族主義 民主主義 権威主義
支持調達の客体 国民全体 国家・プリブミ 国民全体 プリブミ・特定階層 国民全体 政治エリート
政策の対象 民間資本 国営企業 プリブミ企業 選挙民、政党 大統領、

（外資・華人） 民間資本 中小企業、協同組合 政府・議会・司法 官僚、国軍
政策の手段 マクロ経済政策 農業政策 社会政策 国内産業保護 民主的選挙 政治的自由の制限

農業振興政策 国内産業保護 （教育、保健、人口） 規制政策 権力分立 国民の非政治化

規制緩和政策 （輸入代替政策） 貧困削減・農村開発 地域開発政策 法の確立 治安機構による監視

対外開放政策 規制政策 地方分権化 行政機構による統制
実施時期 1950～植民地遺制 1950～政党政治期 1950～議会制民主主義

1950年代 1959～国有化・統制 1959～スカルノ政治 1959～指導民主主義

1960年代

1966～経済復興期 1965　新体制運動 1966～スハルト体制

① 1969～インプレス

1970年代 1971　クラカタウ設立 (村・県・小学校) 1973　政党簡素化

②
1975　プルタミナ危機 1974～石油ブーム期

1976　アサハン着工
1974～インプレス(州・

保健・市場など)
1974～外資規制・プリ
ブミ優先

1974　マラリ事件

1978～戦略産業育成

1980年代 1983～構造調整期 1980　プリブミ優先

③ 1984　米自給達成 1984　初等教育義務化 1985　政治5法成立

1989 戦略産業管理
庁設置

1989　政治開放論議

1990年代 1990～高度成長期 1990～東部地域開発

④ 1994～後進村インプレ
ス

　協同組合へ株式譲渡
　ファミリー優先

1996　7月27日事件

1997～通貨危機期 1998～民主化

2000年～ 2001　地方分権化

2004～経済回復期 2003～経済回復期 2004　大統領選

2005　地方首長選

2020
（注）網掛け部分は、当該政策が実効力をもった期間。

（出所）川村作成。

持続的成長 分配・貧困削減 安定・安全

下層・貧困層

 

 

開発政策の三本柱のなかで、成長政策は、自由主義と民族主義が競合しつつも常に開発

政策の中心に位置づけられていた。これに対して分配政策は、社会主義的政策には常に配

慮がなされてはいたものの、基本的には好況時に比重が高まった。そして安定政策は、成
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長政策と分配政策を遂行するための土台としての位置づけであった。その土台が大きく揺

らいだ 1998 年のスハルト政権崩壊から 2004 年大統領直接選挙までの民主化移行期には、

成長政策も分配政策も正常な遂行が難しい時期であったといえる。 

 

3 インドネシアにおける開発の実態 
 

 これまでのインドネシアの開発の実態を、成長・分配・安定の側面から検討する。スハ

ルト政権下のインドネシアは、約 30 年にわたって年平均 7％の高成長を持続した（図 3.1）。

これは、政権発足当初に適切な政策枠組みが設定され、継続的にマクロ経済の安定が維持

されたたためである。工業化に先立って発展し食糧自給を達成した農業部門、成長を牽引

した工業部門、1980 年代後半からの工業製品輸出と外国投資の増加が持続的成長を支えた

（図 3.2）。また、積極的なインフラ整備が経済活動を支えた。一方、環境に対する取り組

みは不十分であった。 

 

図3.1　GDP成長率の推移

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

（%）

（出所）IMF, International Financial Statistics , 各年版。（作成：道田）

図3.2 外国直接投資（承認ベース）の推移
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（出所）投資調整庁（BKPM）ホームページ（http://www.bkpm.go.id/）。（作成：川村）

 
 

 1997 年のアジア通貨危機と、それに続く大規模な政治変動は、インドネシアに「失われ

た 7 年」をもたらした。1997 年から 2003 年まで GDP 成長率は 5％に達しなかった。危機

後の回復の遅れは、インドネシアがアジアの域内生産ネットワークへの参入に立ち後れ、

工業製品輸出や外国投資が伸び悩んでいることも一因である。 

 高成長と同時に貧困削減を実現したことも、スハルト政権下の開発の成果であった（図

3.3）。各種インプレス（大統領訓令）の実施によって、教育、保健を始めとする農村の社

会開発が着実に進んだ。一方、1980 年代後半から所得格差、地域間格差の問題が取り上げ

られるようになった。しかし、統計的には、一人あたり非石油・ガス州内総生産でみる限

り、格差の拡大は確認できない（図 3.4）。格差は拡大も縮小もせず、解消されないまま温

存されていると言った方が正確である。1990 年代にスハルト大統領とハビビ国務大臣が主

唱した、インドネシア西部との地域格差を是正するための「インドネシア東部地域開発」

（カリマンタン、スラウェシ、東・西ヌサトゥンガラ、マルク、パプア）には、政治性が

垣間見える。 
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図3.4　変動係数でみた地域間格差
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（注）　「石油産出4州」とは州内総生産に占める石油・ガスの割合が高いアチェ、リアウ、東カリマンタン、パプアを指す。

（出所）州ごとの人口は、人口センサスをもとに計算したもの。州内総生産はBPS,Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-Propinsi di Indonesia menurut
Lapangan Usaha 各年版をもとに1993年価格表示に計算したものを用いた。（作成：東方）

格差拡大

格差縮小

(石油・ガスを含む）

図3.3 アジアにおける貧困率（1日2ドル未満）の比較
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（注）　1日1ドルでは多くの国で貧困率がゼロとなってしまうため、2ドル貧困線を用いて比較している。

（出所）東方・山形[2007]から転載（Sala-i-Martin [2002]をもとに作成したもの）。  

 

スハルト体制下で安定を支えた国軍・治安機構、内務行政機構、ゴルカルの三要素から

成る国家統治機構は、民主化後に大きく変わった。4 次にわたる憲法改正は、新しい政治

制度を生み出した。そのポイントは、政治的自由化、政治的競争と参加の制度化、権力分

立関係の制度化である。権力分立は、大統領への権力集中から三権分立へという水平的分

立と、中央集権から地方分権化へという垂直的分立とが進んだ。どちらも分立が過度に進

んで混乱が生じたが、その後安定化を目指して制度が修正されている。 

 

4 日本の対インドネシア支援の効果と問題点 

 

4.1 支援事業の組み替え 
 

本調査では、「対インドネシア国別援助計画」および「JICA 国別事業実施計画」による

支援事業分類を所与とはせずに、長期にわたるインドネシアの開発政策の文脈に照らして、

上述の三つの政策目的の下に支援事業を組み替える作業を試みた（表 4.1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4.1

経済インフラ整備：交通・情報・都市拠点 インフラ整備
経済インフラ整備：エネルギー エネルギー
民間セクター開発 民間セクター開発（鉱工業）

観光
経済・財政・金融政策支援 経済政策支援

農業：食糧増産
灌漑・洪水管理
環境保全・改善

貧困削減：教育 教育
貧困削減：保健 保健

貧困削減：地方インフラ整備 地方インフラ整備
貧困削減：食料安定供給・農漁村所得向上 農業：村落所得向上
貧困削減：東部インドネシア開発 地域開発
ガバナンス改革
環境保全
平和と安定（復興・保安） 復興・保安

ガバナンス改革
防災

援助調整、日本研究など 援助調整、日本研究、調査など

防災 プログラム･ローン
観光

(出所）JICA区分については「JICA国別事業実施計画インドネシア国」、2006年、6ページ。（作成：佐藤）
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4.2 日本の対インドネシア支援の政策整合性 
 

 本調査の区分にしたがうと、図 4.1、図 4.2 に示したとおり、JICA と JBIC の支援は、持

続的成長に資する支援が主体であった。分配・貧困削減への支援については、インドネシ

ア政府が分配・貧困削減政策を前面に打ち出した 2 回目の時期である 1990 年以降に JICA

と JBIC は政策に呼応し、分配・貧困削減支援を増加させた。そして 2000 年以降 JICA は、

インドネシアの民主主義体制への転換にともなって必要となった安定・安全に資する支援

を新たに追加した。 

 

セクター別にみると、日本による成長支援は、食糧増産、工業化、インフラ整備という

インドネシアの成長政策の柱に沿って実施されてきたといえる。JICA の事業は、食糧増産

から、インフラ整備・エネルギー・民間セクター開発、環境保全・改善へと、成長支援の

主要セクターが移り変わってきた。JBIC の支援は、インフラ整備、灌漑・洪水管理、エネ

ルギーという成長支援 3 セクターが主体であった。1990 年代になると、JICA は教育、村

落所得向上、地域開発、JBIC は教育や地方インフラ整備などの分配・貧困削減支援を増加

させた。 

 

図4.3　セクター別にみたJICA支援事業 図4.4　セクター別にみたJBIC支援事業

（注）金額ベース。 (注) 金額ベース。プログラム･ローンを除外した。

（出所）JICA提供データベースにもとづき佐藤作成。 (出所) JBIC Jakarta [1999] によるデータベースにもとづき佐藤作成。

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1
9
6
0

1
9
6
3

1
9
6
6

1
9
6
9

1
9
7
2

1
9
7
5

1
9
7
8

1
9
8
1

1
9
8
4

1
9
8
7

1
9
9
0

1
9
9
3

1
9
9
6

1
9
9
9

2
0
0
2

2
0
0
5

不明

その他

復興・防災

ガバナンス改革

地域開発

農業：村落所得向上

地方インフラ整備

保健

教育

環境保全・改善

潅漑・洪水管理

農業：食糧増産

経済政策支援

観光

民間ｾｸﾀｰ開発

エネルギー

インフラ整備

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1
9
6
8

1
9
7
0

1
9
7
2

1
9
7
4

1
9
7
6

1
9
7
8

1
9
8
0

1
9
8
2

1
9
8
4

1
9
8
6

1
9
8
8

1
9
9
0

1
9
9
2

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
8

地方インフラ整備

保健

教育

潅漑・洪水管理

農業：食糧増産

環境保全・改善

経済政策支援

観光

民間ｾｸﾀｰ開発

エネルギー

インフラ整備

 

図4.1　目的別にみたJICA支援事業    図4.2　目的別にみたJBIC支援事業

（出所）JICA提供データベースにもとづき松井作成。     （出所）JBIC Jakarta  [1999 ] データベースにもとづき松井作成。
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支援事業の地域別構成をみると、JICA はスラウェシ以東に一定の比重を置き、とくに分

配・貧困削減支援を増加させた 1990 年代にその比重を高めている。JBIC は、成長支援が

主体であることを反映して、一貫してジャワ・スマトラが中心であった。 

総じて、日本の支援は、1970 年代の分配政策を除けば、インドネシアの開発政策の変遷

に整合的に実施されてきた。その結果、JICA は時代を追って支援対象を分散化させ、一方

JBIC は一貫して成長支援を中心に据えて事業を実施してきた。 

 

4.3 主要セクターにおける支援効果 

 

次に、インフラ整備、工業、農業、環境保全・改善、教育、保健、地域開発を取り上げ、

日本の支援事業の系譜と支援効果を分析する。 

 支援の系譜をたどると、どのセクターにおいてもコンセプトの進化が認められる。たと

えば、施設・機械の供与などのハード中心から、運営・維持管理のための人材育成や制度

整備というソフト包括へ、個別のインフラ・資源開発からトータルな資源・環境の保全管

理へ、日本の主導からインドネシア側の主体性発揮へ、ジャワ中心から外島へ、スマトラ

から東インドネシアへ、そして点から面へという進化である。 

 支援の効果を測定することは厳密には難しいが、本調査の分析によれば、セクターによ

って支援の効果にばらつきが見られた。インフラ建設、食糧増産、教育、保健、地域開発

では効果が確認されたが、インフラの維持管理、工業、農業、環境保全・改善には課題が

残された。効果が上がったセクターでは、上に述べたコンセプトの進化がうまく実現され

た。地域開発や保健セクターにみられる参加型手法、高等教育開発計画（HEDS）で採ら

れた競争促進マネジメントは、インドネシア側の主体性を高めることに貢献した。 

 農業では、食糧増産については、米の自給というインドネシアの開発目標にしたがって

日本は水資源開発と米の生産体制整備とを一体化した支援を投入し、成果を上げた。しか

し、米の自給後の支援は、農業という括りのなかで目的が拡散し、インドネシアの開発政

策からみた日本の農業支援の意義と位置づけが不明確になっている。 

 インフラの維持管理、工業、環境保全・改善は、施設・機械の操作技術の習得にとどま

らず、それをインドネシアの環境条件に合わせて保守管理し、改良や工夫を重ねる技術的

な応用力が求められる分野である。そこには、インドネシア側が主体的に取り組む動機が

働かなければならず、政策・法制度や市場からの要請など、動機を生む条件が整わなけれ

ば効果は上がりにくい。ブランタス河水資源開発は多くの土木建設技術者を排出し「ブラ

ンタスは人を作った」と高く評されたが、そのブランタスをもってしても、その後のダム

の維持管理、世代を超えたダム建設技術の継承・伝播はなされたとは言えないのが現状で

ある。民間部門が主体になる工業セクターでは、公的な技術支援と市場ニーズとのミスマ

ッチ、公的に提供された技術の陳腐化といった問題が観察された。 
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4.4 セクター横断的な問題 
 

支援の効果を左右するポイントをセクター横断的に検討すると、受入れ側の問題、日本

側および両国相互関係の問題、案件の設計と運営方式の問題の三つに整理できる。 

受入れ側の要因として重要なのは、受入れ側のコミットメントの強さである。効果が上

がらなかった理由にコミットメントの弱さを挙げた例が多かった。コミットメントの度合

いは、受入れ側の意欲、人員配置、予算、政策、組織・制度・体制などに表れる。 

 日本側および相互関係におけるポイントは、日本側のリソース状況、双方の意思疎通の

円滑さ、双方の投入バランスの適切さである。日本の投入が過大であると、支援の効果が

持続的でないことが多かった。 

 案件の設計については、計画と実態との整合性、内容の絞込みの適否、対象の選定の適

否がポイントになる。運営方式については、経済インセンティブの導入、現地ニーズとの

適合性、参加者の主体性の喚起を成功要因として挙げた例が多かった。 

 以上に列挙したなかで、受入れ側のコミットメントの度合いがとくに重要なポイントで

ある。事前調査において、受入れ側のコミットメントの程度を見極め、低ければ支援しな

い、中程度であればどこを側面から補強しながら支援するかを設計に盛り込む必要がある。 

 セクター横断的な観察から浮かび上がったもう一つの問題点は、事業の継続必要性に関

する論理が弱いことである。支援目標を達成してもしなくても、継続が必要との評価が導

かれている。事業が重要だから、インドネシア側の要請が強いから、という論理も、継続

必要性の根拠として多用されがちである。支援してほしい側としたい側との間の相互依存

関係が示唆される。「選択と集中」が求められる現在、継続必要性を見極めるシステムを再

構築する必要があろう。 

 

4.5 日本の支援に対するインドネシア側の認識 
 

本調査では、インドネシア政府各省庁、国会、有識者、NGO 関係者などから、日本の支

援に対する認識をヒヤリング調査した。 

 インドネシア側の捉え方は、日本の支援の特色を認識しているかどうかで二分される。

まず指摘できるのは、日本と他のドナーとを区別せずに一括して外国援助と捉えるか、日

本の円借款を も低コストの資金源として認識するのみの人々が予想以上に多かったこと

である。 

 日本の支援の特色を認識しているのは、日本の支援事業に何らかの形で関わったことの

ある人々が多かった。これらの人々は、総じて日本の支援の意義を認め、日本の支援の優

位性に具体的に言及した。複数の人々が指摘したのは、インフラづくり、人づくり、シス

テムづくり、それらの組み合わせ、そして信頼のおける運営・評価システムである。 

他方、彼らは同時に、日本の支援の問題点も認識していた。問題点の指摘は、支援の内
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容よりも運営方式に集中した。とくに多かったのは、実施プロセスが日本の関係業者によ

ってほぼ独占されている、という日本案件の閉鎖性に関する指摘である。技術のある部分

がブラックボックスになっている、日本はもっとインドネシア側を信頼して実施プロセス

の一部を任せてほしいという声が聞かれた。そのほか、民間や NGO を巻き込んだ支援が

少ない、日本主導型が多い、決定プロセスが長く硬直的である、権限を現地化して決定を

迅速化してほしい、支援の実績に比べてアピールが弱い、などの指摘もあった。 

 

4.6 過去の支援事業からの教訓 

 

 第 I 部では、過去のインドネシアの開発政策と実態を巨視的に把握した上で、日本の支

援事業の政策整合性、効果と問題点をいくつかの角度から検討してきた。これまでの分析

を踏まえて、日本の対インドネシア支援の過去の経験から学び、今後に活かすべき点とし

て次の 3 点を指摘したい。 

 第 1 に、過去 40 年におよぶ日本の支援がインドネシアの開発政策とほぼ整合的に実施さ

れ実績を上げてきたとの認識に立って、そこで培われた蓄積を二国間の資産として今後に

活かすことが重要である。インドネシア側の日本支援を知る人々は、日本の優位性を、イ

ンフラづくり、人づくり、システムづくり、それらの組み合わせと認識している。日本は

この優位性を一層進化させるとともに、それらの人々が求める改善点、すなわち「支援実

施プロセスをインドネシア側により開かれたものにしてほしい」という声に具体的に応え

ていくことが求められる。 

 第 2 に、支援の効果を上げるためには、受入れ側のコミットメントが中程度にあること

が必要である。効果が上がりにくかったセクターまたは案件には、初歩的な技術・ノウハ

ウはある程度習得できても、それを維持管理・工夫改良する応用力が身につかない、それ

に主体的に取り組む意欲・コミットメントが弱い、コミットメントを持続させるインセン

ティブが働かない、という問題が共通して見られた。受入れ側のコミットメントの程度を

事前調査によってよく見極め、コミットメントの弱いところには支援しない、逆にコミッ

トメントが充分に強いところには支援は要らない、との原則を立てることが肝要である。

案件形成の段階から受入れ側を巻き込み、支援プロセスを通じて相手側のコミットメント

を側面から促進することも、支援の効果を持続させるために有効であろう。 

 第 3 に、事業の継続必要性を見極めるシステムを再構築する必要があろう。JICA の支援

事業は時代を追って分散化してきたが、それは支援対象を追加する一方でスクラップが足

りなかったことの現われでもある。安易な支援の継続を避けるためには、効果が薄い支援

を打ち切ること、一定の効果が上がった後にいったん手を離して効果の持続性をモニタリ

ングすることの両方が必要である。併せて、支援事業の性格に合わせた期間の設計方法も

見直すべきポイントとなろう。 
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第 II 部 今後何をすべきか？ 

 

5 インドネシア開発政策の今後 
 

5.1 2020 年のインドネシアと援助卒業への見通し 
 

第 II 部では、望ましいインドネシアの将来像を描き、その将来像を実現するには、イン

ドネシア政府は、そして日本は、何をすればよいかという観点から考察を行う。 

 政権交替を超えた長期トレンドを見るために 2020 年のインドネシアを予測する。2020

年のインドネシアの経済水準を、高成長ケースと低成長ケースを想定して予測したのが図

5.1 である。高成長ケースは実現可能な範囲の上限、低成長ケースは高成長軌道に乗り切

れない 2000～2006 年の状態が今後も続くイメージである。 

この予測によると、一人当たり名

目 GDP は、現政権中に 2000 ドルを

超え、2020 年には高成長ケースで

6600 ドル、低成長ケースでも 5200

ドルを越える。これは、2006 年時点

のマレーシアの水準（5770 ドル）に

ほぼ匹敵する。日本でいえば、1975

年頃の水準である。日本は、被援助

国かつ援助国だった 13 年間を経て

1966 年に援助卒業を果たした。日本

とインドネシアを同列には論じられ

ないが、大まかなイメージとしては、

インドネシアの現在から 2020 年ま

での時期は、日本が援助卒業を挟ん

で高度成長を遂げた時期に相当する。 

そこで、本調査では、次のようなインドネシアの援助卒業への見通しを提示する。イン

ドネシアは、2020 年には援助卒業が可能な経済水準に達する。次政権と次々政権の期間は、

援助卒業に向けた準備期間、被援助国から援助供与国への移行期間と位置づけることがで

きる。次政権の初めには、世界銀行融資基準の III グループ低位中所得国に移行し、IDA

融資や日本の無償資金協力が終了に向かう。次政権中に、援助卒業を視野に入れた準備が

政府内で始まり、次々政権では援助供与国への転換がより明確に意識されるようになる可

能性が大きい。 

 ただし、経済水準が上昇しても分配・貧困の改善が伴わなければ、援助卒業は難しくな

るかもしれない。成長にともなって雇用が創出されれば失業が減少し、貧困の削減につな

　図5.1　成長予測：一人当たり名目GDPの推移

 

高成長ケースと低成長ケースの前提条件
インフレ率 人口成長率 為替レート

(参考）2006年のインフレ率は6.6％、年平均為替レートは9,159ルピア。

　　  　2000～2005年の中央統計庁による推計人口成長率は1.34%。

(出所) 佐藤作成。
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がる。そこで、高雇用ケースと

低雇用ケースを想定して失業率

を予測したのが図 5.2 である。 

高成長＝高雇用ケースでは、

失業問題は次々政権までに解消

する。しかし、高成長＝低雇用

ケース、低成長＝高雇用ケース

では、失業率は 7～8%で高止ま

りしてしまう。低成長＝低雇用

ケースでは、失業率は上昇を続

ける。したがって、高成長と同

時に高雇用を実現しなければ、

長期にわたって失業が滞留し、

貧困が温存される可能性がある。

高成長＝低雇用ケースでは、援助卒業が可能な経済水準に達しながら、貧困や格差の解消

のためになお援助を必要とすることも考えられる。 

 

5.2 2020 年に向けたインドネシアの開発課題 
 

 インドネシアが 2020 年に も望ましい将来像を実現するための開発課題を「持続的成

長」「分配・貧困削減」「安定・安全」という三つの政策目的にしたがって設定すると、次

のようになろう。 

(1) 「持続的成長」のための課題は、高成長ケースの実現である。ここで言う持続的成長

には、成長と環境保全との両立が含まれる。 

(2) 「分配・貧困削減」のための課題は、高雇用ケースを実現して貧困・格差を削減する

こと、そして高成長＝高雇用メカニズムが波及しない層・地域にはより直接的な対策

を講じて貧困・格差を削減することである。 

(3) 「安定・安全」のための課題は、高成長＝高雇用ケースの実現の前提となる安定・安

全の確保である。すなわち、インドネシアの民主主義体制を安定的に定着させること、

そのために必要な国家統治の能力を向上させることである。 

(4) 人口大国であるインドネシアが中進国化すると、国際社会におけるプレゼンスが増大

し、国際社会に貢献することもインドネシアの新たな課題となる。すなわち、アジア

域内および域外の「安定・安全」に貢献すること、自国の経験を活かして世界のより

後進的な地域の「持続的成長」と「分配・貧困削減」に貢献することである。 

 

 

　図5.2　失業率の予測
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（1%成長当たりの 推計参照期間 1%成長当たりの 人口成長率 労働力率
就業人口増加率） 創出雇用数（万人）

高成長ケース 0.39→0.28 1985-1995年 36.9→26.7
低成長ケース 0.28 1985-95／2000-05年 26.7
（出所）佐藤作成。
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5.3 インドネシアの開発政策の方向性 
 

 以上の開発課題に取り組むインドネシアの今後の開発政策の方向性を、歴史的な政策指

向の変遷のなかに位置づけてみる。スハルト政権の時代には、東西冷戦体制のなかで権威

主義的安定政策をとることが容認され、安定を確保したうえで成長政策と分配政策を展開

することができた。成長と貧困削減の果実によって国民から支持を得、民族主義的、家族

主義的政策によってエリート層から支持を調達し、さらなる安定の上に成長・分配政策を

遂行するサイクルが実現した。 

 これに対して、今後の開発政策

では、世界的な民主主義イデオロ

ギーの普遍化のなかで民主主義的

政策のみが安定政策として認めら

れる（図 5.3）。国内の権力構造か

らも、権威主義的政策の復活は極

めて考えにくい。成長政策も、経

済グローバリズムの下で自由主義

的政策がオーソドクシーになって

いる。したがって、民主主義的安定政策と自由主義的成長政策が所与の方向性となる。た

だし、インドネシアに根強い民族主義的成長政策は、今後も好況時に勢いを増す。家族主

義的分配政策も根強いが、公平性や市場重視といった主流の価値観の下で、過去に比べれ

ば実行の余地は限られる。社会主義的分配政策は重要な位置を占め、政治的支持を狙って

これに過度に傾くと成長政策が阻害される。この開発政策の構造の下では、安定は所与で

はない。成長政策と分配政策が適切にバランスして初めて、安定が達成される。 

 

5.4 外国 ODA 政策の今後 
 

 開発課題を解決するにあたって、外国 ODA はどのような位置づけとなるのだろうか。

財政当局にとって外国 ODA は、すぐには国債で代替することのできない も低コストの

資金である。政府対外債務の対 GDP 比率を低下させるという条件の下で、外国 ODA への

財政的要請は当分の間続くとみられる。資金ギャップだけでなく、開発課題の解決に必要

な能力を向上させるという観点からも、インドネシア政府は外国 ODA を必要とする。 

 ところが、こうした論理とは別のレベルで、政治的要請から援助卒業が浮上する可能性

がある。国民に選ばれた国家指導者にとって、外国依存からの脱却を国民にアピールする

ことは重要な意味を持つ。国家指導者の主唱に国会や世論が呼応する現象は、現政権にす

でにその予兆が見える。外国ドナーは、財政的要請と政治的要請のギャップを認識し、イ

ンドネシアの将来的な援助卒業を視野に入れて今から準備を始めることが大切である。 

図5.3　民主化後の開発政策の構造

民主主義イデオロギー グローバリズム

安定政策 成長政策
① ② ③

民主主義的安定政策 自由主義的成長政策 民族主義的成長政策

分配政策
⑤ ④

（ポピュリズム） （財政負担）

⑥ ⑥

⑦

安定の達成 （==>結果）
（出所）川村作成。

社会主義的分配政策
家族主義的分配政策

権威主義的安定政策
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6 インドネシアの短・長期開発戦略に関する計量分析 
 

 2020 年に向けたインドネシアの開発課題のうち、高成長→高雇用→失業解消→貧困削減

という課題に焦点を当て、経済学的な計量分析に基づいて有効な戦略を考察する。 

 

6.1 成長のメカニズム 
 

 まず、経済成長に対する四つの生産要素（物的資本、人的資本、就業者数、技術水準）

の寄与率を推計すると、物的資本の寄与率が も高く、通貨危機以降落ち込んでいる物的

資本の成長を高めることが も重要であることがわかった。 

 次に、地域別にみた成長メカニズムを把握する。州別産業連関表を用いて、地域別の生

産額と財・サービスの地域間取引量を図示すると、ジャワとスマトラの生産額と取引量が

圧倒的に大きく一大経済圏を形成していること、スラウェシとその他東インドネシアは他

地域からの影響を受けにくいことがわかる（図 6.1）。 

 

図6.１　各地域の生産額と移出入額、2005年     　（単位：兆ルピア）

(出所）州別産業連関表から作成。（作成：道田）

（注）矢印はそれぞれジャワ、スマトラ、カリマンタン、スラウェシ、その他東イ
ンドネシアの5つの地域間の移出入額。島内の下線付き数字は各島の粗生産額、矢印
付円の中の数字は島内からの中間投入額。

 

 図 6.2 は、各地域で 終需要が 1 単位増えた時の経済波及効果を示している（矢印付円

のなかの数値は地域内での波及効果、矢印は地域外への波及効果、下線付き数値は両方の

波及効果の合計を示す）。波及効果とは、ある地域で 終需要が増えると、中間投入財の需

要が誘発され、その投入財の供給地の生産が増える効果を指している。 
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 各地域で 終需要が 1 単位増えた時の国全体への波及効果は、ジャワ（バリを含む）、ス

マトラ、スラウェシ、カリマンタン、その他東インドネシアの順に大きい。したがって、

ジャワやスマトラで 終需要を発生させることが波及効果の規模が も大きく、成長政策

の効率性が高いことがわかる。しかし、ジャワやスマトラで 終需要が増えても、他地域

に対する波及効果は大きくない。このため、ジャワ・スマトラ中心の成長政策は地域間格

差を広げる方向に作用する。ジャワ以外の地域の成長を促すためには、ジャワ以外のそれ

ぞれの地域で 終需要を増やす方がインパクトは大きい。 

 

成長の波及効果は、州別にも分析できるほか、ある地域の特定産業がもたらす波及効果

を計測することもできる。計測結果によると、全国への波及効果が高い産業は、ジャワと

スマトラの電気・電子や繊維産業、スマトラのオイルパームやゴム、カリマンタン、スラ

ウェシ、スマトラの資源加工産業（食品・飲料加工、木製品）、その他東インドネシアの資

源加工産業（鉱産物加工や水産加工）である。 

 

6.2 雇用創出のメカニズム 
 

 以上にみた地域別･産業別の成長戦略は、効率的に雇用を創出するだろうか。この点を分

析した表 6.1 によると、経済波及効果が大きいジャワとスマトラの製造業は、雇用インパ

クトでみても大きな数値となっている。一方、カリマンタン、スラウェシ、その他東イン

ドネシアでは、資源加工産業を含む製造業の雇用インパクトの数値は必ずしも大きくない。

図6.2　成長の波及効果、2005年

(出所) 州別産業連関表より計算（作成：道田）
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ただし、域内の他産業と比べた相対的な順位は高い。また、資源加工産業の成長は、その

上流に位置し雇用インパクトが も大きい農林水産業の需要を高めることから、成長→雇

用の循環を促す効果を持つと考えられる。 

 

表6.1　地域別・産業別の国内雇用に対するインパクト（各産業1%成長がもたらす国内雇用の増加率）

地域内相
対的順位

1 卸売・小売業 0.061 農林水産業 0.037
2 製造業 0.039 卸売・小売業 0.012
3 農林水産業 0.038 製造業 0.007
4 社会サービス 0.023 社会サービス 0.007
5 建設業 0.021 建設業 0.006
6 運輸・通信業 0.017 鉱業、採石業 0.004
7 鉱業、採石業 0.006 運輸・通信業 0.004
8 金融・保険等 0.006 金融・保険等 0.001
9 電気、ガス、水道 0.000 電気、ガス、水道 0.000

地域内相
対的順位

1 農林水産業 0.014 農林水産業 0.013 農林水産業 0.021
2 卸売・小売業 0.005 卸売・小売業 0.004 製造業 0.002
3 製造業 0.002 社会サービス 0.004 卸売・小売業 0.002
4 社会サービス 0.002 製造業 0.001 社会サービス 0.002
5 鉱業、採石業 0.001 建設業 0.001 建設業 0.001
6 建設業 0.001 運輸・通信業 0.001 運輸・通信業 0.001
7 運輸・通信業 0.001 鉱業、採石業 0.000 鉱業、採石業 0.000
8 電気、ガス、水道 0.000 電気、ガス、水道 0.000 電気、ガス、水道 0.000
9 金融・保険等 0.000 金融・保険等 0.000 金融・保険等 0.000

(出所) 州別・産業別の国内総生産（1993年価格）ならびに就業者数（人口センサス・労働力統
計）をもとに計算（作成：東方）。

その他東インドネシア

ジャワ スマトラ

カリマンタン スラウェシ

 

 

6.3 四つの経済成長シナリオ 
 

ここまでは産業構造を不変と仮定して成長・雇用戦略を分析したが、ここでは 4 通りの

産業構造の変化を想定して 2020 年までの経済成長シナリオを描いてみる。想定するのは、

ジャワとスマトラの機械工業などの資本集約型製造業が高成長（西高）または低成長の場

合（西低）、カリマンタン、スラウェシ、その他東インドネシアの資源加工型産業が高成長

（東高）または低成長の場合（東低）の組み合わせによる四つのシナリオである。 

 シミュレーションの結果は、西高＋東高の場合に高成長ケースが実現されることを示し

ている（表 6.2）。西高は、ジャワとスマトラに資本集約産業の集積が形成され、アジア域

内の生産ネットワークへの参入が進むこと、東高は、世界の資源需要の高まりを背景に、

資源再生産・環境保全に配慮しつつカリマンタン以東での資源加工産業が成長することを

想定している。この両者が両立した時に、成長を通じて地域間格差が縮小するとともに効

率的に雇用が創出され、高成長＝高雇用の好循環がもたらされる。 

短期および長期の成長戦略分析から明らかになったことは、「成長の地域別二面戦略」 



 
 
 

新 JICA 国別事業実施方針 
（インドネシア）策定 

支援のための社会経済調査 

エグゼクティブ・サマリー  

－15－ 

表6.2　2020年インドネシアの経済成長シナリオ

予測 想定 予測 想定 予測 想定 予測 想定 予測

2006 2006 2020 年平均 2020 年平均 2020 年平均 2020 年平均 2020
成長率 シェア シェア 成長率 シェア 成長率 シェア 成長率 シェア 成長率 シェア

農林水産 3 14.2 9.7 3 9 3 9 3 10 3 11
石油ガス鉱業 2.2 9.1 5.6 2 5 2 5 2 6 2 7
製造業 4.6 27.8 24.5 6~9 30 6~7 28 4~5 24 1~3 18
　資源加工 3.8 12.9 9.8 6~7 11 1~2 7 6~7 14 1~2 8
　労働集約 1.4 3.1 1.8 1 2 1 2 1 2 1 2
　資本集約 6.5 11.8 13 8~12 17 8~12 19 1~4 7 1~4 8
サービス他 7.4 48.9 60.1 7 55 7 58 6~7 61 6~7 64
成長率 5.5 100 6.1

ベース・ライン A.西高+東高

(注) 産業分類は、林[2004]に従い、資源加工型産業は、石油・ガス製造業、食品・飲料・タバコ、木材・
木製品、紙・印刷、セメント・非鉄鉱物。労働集約型産業は、繊維・革・靴、その他製造業。資本集約型
産業は、肥料・化学・ゴム製品、鉄・鉄鋼、機械・輸送機器とした。

(出所) 2006年実績値はGDP統計、BPSホームページ（2007年7月1日参照）を使い道田作成。

B. 西高+東低 C. 西低+東高 D. 西低+東低
実現値

6.7→6.2 6.5~6.0 5.3~4.8 5.0→4.5

 
 

の有効性である。すなわち、成長を促進するにはジャワとスマトラで成長の見込める資本

集約型産業を強化することが も効率的だが、成長の波及効果と雇用創出効果を考えると、

カリマンタン、スラウェシ、その他東インドネシアの資源加工型産業の成長をも同時に促

進して、東西のバランスを図ることが必要になる。 

 

6.4 貧困と不平等の克服に向けて 

 

 「成長の地域別二面戦略」が成功したとしても、その恩恵を受けにくい地域があること

を波及効果分析は示している。そのような後進地域に対しては、直接的な貧困削減対策が

必要である。それが「成長と貧困削減の二面戦略」である。 

 まず、貧困と不平等の源泉を特定すべく計量分析を行うと、地域・島間、州間の不平等

よりも、都市-農村間の不平等の方が大きいことがわかった。分配・貧困削減の観点からは、

地域・島を問わず、都市-農村間の格差を縮めることが重要である。 

 次に、都市-農村間の格差の源泉を調べると、世帯主の教育水準、トイレ、病院、舗装道

路、金融機関などの保健衛生・経済インフラ状況に格差があることが確認された。 

 そこで、貧困の決定要因分析を通じて、貧困削減に有効な対策を都市-農村別、西・東の

地域別に明らかにする（ここでの地域区分は、統計的検証を行ったうえでカリマンタンを

西に含め、東をスラウェシ以東とする）。検証の結果明らかになったことは、中等・高等

教育支援、清潔な水の確保、トイレ等の下水設備の建設は全国レベルで貧困削減を減らす

のに有効な方策となることである。舗装道路など基礎インフラの重要性も基本的には全国

共通のものであるが、スラウェシ以東では、とりわけ農村部において高い効果が期待され

る。同様のことは女性の就業機会の拡大や中小企業振興にも言える。地域別では、西部の
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都市では病院へのアクセス改善が、また東部の農村では保健所（Puskesmas）へのアクセス

改善が貧困削減に有効である。さらに、東部では銀行へのアクセス改善も貧困を有意に減

らすことがわかった。 

 

6.5 「二重の二面戦略」から導かれる政策インプリケーション 
 

 これまでの計量的分析によって、高成長＝高雇用ケースを実現するにはジャワ・スマト

ラとカリマンタン以東とにそれぞれに有効な成長戦略を講じること、成長メカニズムの波

及しない後進地域には直接的な貧困削減対策を講じること、この二つから成る「二重の二

面戦略」が必要なことが明らかになった。そこで得られた政策インプリケーションを表 6.3

にまとめておく。 

 

表6.3　政策インプリケーション

(出所) 高橋作成。

雇用
 製造業振興

（繊維・機械産業）

中小企業振興（特に農村）

銀行へのアクセス改善

貧困

中等・高等教育支援

衛生環境の改善（清潔な飲料水、トイレ等の下水設備）

病院へのアクセス改善（特に都市） Puskesmasの拡充（特に農村）

成長

公共投資、インフラ整備による資本蓄積と投資環境整備

中等・高等教育支援による産業人材育成

製造業振興
（繊維・機械産業）

   資源加工型産業振興
（食品・飲料加工など）

ヌサトゥンガラ マルク・パプアスマトラ カリマンタン スラウェシジャワ・バリ

　資源加工型産業振興
（食品・飲料加工など）

農業振興
サービス産業振興

（卸売・小売、社会サービス業）

女性の就業機会拡大（特に農村）

中小企業振興

舗装道路などの基礎インフラ整備
舗装道路などの基礎インフラ整備

（特に農村）

 
 

7 日本の対インドネシア支援の今後のあり方 

 

インドネシアの将来的な援助卒業を念頭に、日本が今後インドネシアに対して何を、ど

のように支援したらよいかについて考察する。まず、今後のインドネシアに対して支援対

象となる可能性のある領域をできるだけ広い視野から挙げ、その中から日本が優先的に支

援すべき項目を絞り込む。 
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7.1 インドネシアへの支援対象となり得る領域 
 

(1)「持続的成長」と「分配・貧困削減」に資する支援 

本調査の計量分析から導かれたとおり、高成長＝高雇用メカニズムを機能させるには、 

① も重要な物的資本の成長を支援する →インフラ整備、投資環境整備 

② 次に重要な人的資本の向上を支援する →中・高等教育、産業人材育成 

③ ジャワ、スマトラの繊維・機械産業の競争力強化を支援する →輸送・都市インフ

ラ整備、通関・税制・労働制度改善、裾野産業振興、企業・産業人材の生産性向上 

④ カリマンタン以東の資源加工産業・農業・サービス業を振興する →市場・情報・

輸送インフラ整備、地場産業の高付加価値化、環境保全・改善 

成長メカニズムが波及しない後進地域の貧困削減のためには、 

⑤ 後進地域全般の貧困削減を支援する →中・高等教育、衛生環境（水）改善 

⑥ とくに農村部の貧困削減を支援する →女性の就業促進 

⑦ ジャワ、スマトラ、カリマンタンの後進地域の貧困削減を支援する →基礎インフ

ラ整備、中小企業振興、都市部の病院アクセス改善 

⑧ スラウェシ以東の後進地域の貧困削減を支援する →金融アクセス改善、農村部の

保健所、基礎インフラ、中小企業の整備・振興 

 

(2)「安定・安全」に資する支援 

成長と分配の前提となる「安定・安全」の確保のためには、インドネシアの民主主義体

制の定着に必要な国家統治機構の能力、とくに長きにわたった権威主義体制の下では培わ

れてこなかった能力を向上させることが必要である。 

⑨ 立法府と司法府の能力向上 

⑩ 民主主義体制に適合した治安維持機構の構築 

⑪ 地方自治の定着と健全な発展 

 

(3)中進国化に向けた支援 

 2020 年までの期間をインドネシアが中進国化する時期と捉えると、ASEAN 内で先行す

るタイとマレーシアを参照軸に、次の支援項目を挙げることができる。 

⑫ 製造業の高度化・生産性の向上、裾野産業の技術力向上 

⑬ 情報通信技術、研究開発能力の向上 

⑭ 環境保全、環境改善、リサイクル・省エネ等の環境技術 

⑮ エネルギー関連技術、エネルギー関連インフラ 

⑯ 都市生活環境の改善 

⑰ 財政の自立性（徴税制度、国債市場制度） 

⑱ 社会保障・社会福祉制度の整備 
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(4) インドネシアの持つ全地球的資産を活かす支援 

 赤道直下の熱帯天然資源は、インドネシアの持つ強みであるだけでなく、人類にとって

の全地球的な公共財（グローバル・コモンズ）である。バイオ燃料や食糧の生産とのバラ

ンスを図り、全地球的資産としての熱帯天然資源の保全と持続可能な活用を進めることは、

インドネシア政府と国際社会が共同で取り組むべき課題である。 

⑲ 熱帯雨林の保全と持続可能な活用 

⑳ 熱帯農業の研究・技術開発 

○21  熱帯感染症等の研究開発 

 

(5) 一国を越える地域的問題の解決への支援 

アジアの地域統合が進むにしたがって、様々な違法行為、広域感染症や環境汚染、広域

保安問題など、一国では対処できない地域的な問題が発生している。インドネシアは、鳥

インフルエンザ、煙害、海賊行為、人身売買などの地域的問題の発信源になっている。イ

ンドネシアの問題解決能力の向上は、アジア地域の安定・安全、そして ASEAN 統合や東

アジア共同体構築といった地域秩序作りにおいても不可欠である。 

○22  国境を越える地域的問題へのインドネシアの解決能力向上への支援 

 

(6) ASEAN と日本との戦略的関係の構築に向けた支援 

今後の日本のアジア外交において、日本と長年にわたる友好関係を保ち、アジア地域の

政治経済的安定に貢献してきた ASEAN との関係をより戦略的なものに高度化させていく

ことが極めて重要である。ASEAN と日本との戦略的関係の構築に向けた支援として、 

○23  ASEAN における日本と親和的な規範づくり 

○24  日本と ASEAN との間の人的ネットワークの拡充 

が挙げられる。○23 は、日本の規範の押し付けではなく、ASEAN 各国が日本の規範をベー

スにしながら相互の協力と参加の下に新たな規範を作り上げたと認識できるようなものに

することが肝要である。○24 は、日本ベースの規範が受容されていくための素地として、広

く各国各界に日本のシステムや日本人の良さを知る人を増やし、日本が仲介役となって域

内の複合的な人的ネットワークを形成していくことである。こうした支援のなかで、

ASEAN 内の大国であるインドネシアは大きな位置づけを占めると考えられる。 

 

7.2 日本は何を支援すべきか 
 

 支援対象となり得る領域のなかから日本が支援すべき項目を絞り込むに当たって、次の

四つの基準が重要になると考えられる。 

(1) インドネシアにとって重要で有効な支援であり、他ドナーに比した日本の優位性が活 

かされる支援であること 
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(2) 日本にとって戦略的に重要な支援であること 

(3) インドネシア側に中程度のコミットメントがあること 

(4) 日本側に支援のためのリソースがあること 

本調査では、(1)を重視して絞り込み作業を行う。(1)または(2)から優先項目を絞り込ん

だ後に、具体的な案件を形成する段階で(3)(4)が重要な基準になる。(2)から絞る作業、お

よび(3)(4)により案件を具体化する作業は、日本政府および JICA・JBIC（新 JICA）が組織

的に蓄積してきた知見・経験を活かして行うことが相応しいであろう。 

 本調査が選定した 優先 5 項目、優先 2 項目、検討 4 項目は、以下のとおりである。 

(1) 優先すべき支援項目 

① インフラ整備 

② ジャワ、スマトラの産業競争力向上 

③ 中等・高等教育 

④ 地域アプローチによる成長・貧困削減支援の連携 

⑤ インドネシアの持つ全地球的資産の保全と持続可能な活用 

(2) 優先すべき支援項目 

⑥ 環境保全、環境改善、リサイクル・省エネ等の環境技術 

⑦ 都市生活環境の改善 

(3) 検討すべき支援項目 

⑧ 財政の自立性（徴税制度、国債市場制度） 

⑨ 社会保障・社会福祉制度の整備 

⑩ 民主主義体制に適合した治安維持機構の構築 

⑪ 一国を越える地域的問題の解決 

 ①と②は、高成長ケースの実現に不可欠な成長支援の項目である。②はインドネシアの

製造業がアジア域内生産ネットワークに効果的に組み込まれることを目標にして、①の輸

送・都市インフラ整備と有機的に連携させることが望ましい。③は、「二重の二面戦略」の

すべてに共通する も普遍的な項目である。後進地域の貧困削減支援を 終的な目標に据

えて段階的に取り組むことが望ましい。④は、地域を特定した目的横断的、セクター横断

的、ハード・ソフト包括的、地域参加型の支援の有効性が認められること、成長メカニズ

ムや有効な貧困削減対策は地域によって異なることが選定の根拠になっている。⑤につい

ては、インドネシアがブラジル、コンゴと並ぶ世界有数の熱帯天然資源の保有国であるこ

とに鑑み、インドネシアについてはアジアの先進国である日本が全地球的規模の貢献を果

たす意義は大きいと考えられる。⑥と⑦は、中進国化に向けた支援項目である。受入れ体

制をよく吟味しつつ、インフラ整備など他のセクターとリンクさせながら始めることが望

ましい。②、③、⑥、⑦は、日本ベースの規範の浸透という観点からも意義があろう。 

 ⑧から⑪は、日本が支援することの適否をより詳細に検討すべき項目である。問題が複

雑で多岐にわたる、受入れ体制が未熟あるいは充分に主体的、などが主な理由である。 
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7.3 インドネシアにどのように支援したらよいか 
 

 日本は今後、インドネシアが 2020 年に経済水準に見合った援助卒業ができることを目標

に置いて支援をしていくことが肝要である。図 7.1 は、援助卒業に向けた移行プロセスの

イメージである。 

 

援助卒業を念頭に置いた時、日本が 初に行うべき作業は、現在実施されている支援案

件の再検討である。上述の絞り込み基準などを参考に案件を精査し、日本が行う意義の乏

しい案件はできるだけ早く退出準備を開始する。継続案件についても、 終終了期限の設

定とインドネシア側で実施可能になるまでの具体的なスケジューリングを策定する。この

再検討作業を次政権が発足する 2009 年までに終了させ、次政権の発足時にはインドネシア

側に将来的な援助卒業への方向性が認識されていることが望ましい。 

図7.1　援助卒業に向けた移行プロセスのイメージ

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

総選挙、
大統領
選挙

総選挙、
大統領
選挙

総選挙、
大統領
選挙

インドネシ
アへの技術
協力
（専門家派
遣も含む）

共同協力
（第三国
支援）

人づくり
・研修

無償資金
協力

（出所）　松井作成

JICAローカル・オフィサーを人材育成し、日本人駐在スタッフの数を徐々に削減していく

JICAフィールドオフィスを各地に設置し、ローカル・オフィサーへ運営を任せていく

JICA
事務所

イ側の自立のために円借款を活用、とくに中央政府の利権とならないよう、地方へ流す場合には案
件化して技協と結びつける必要あり

円借款

精鋭に対する研修
・彼らの中から有能
な者をトレーナー候
補者とする

インドネシア側からの要請（大規模インフラ等）に応え
つつも、商業借款や国債でのファイナンスへの方向付け
を明確にしていく

インドネシア政府が商業借款や国債での
ファイナンスができるように促しつつ、円
借款の供与額を徐々に減少させていく

現在の案件の再吟味
・日本が行うことの
意義
・日本の利益、イン
ドネシアの利益
→各案件の終了期限
を設定
→インドネシア側で
実施可能になるため
のスケジューリング
・共同協力へ発展で
きる可能性

インドネシア
側による技協
案件の実施、
日本との共同
協力案件の実
施

・日本およびインドネシアが他国へ支援できる分野・リソース
をIdentify
・インドネシア側でのトレーナー、専門家の養成
・案件マネジメント能力の練成
・他国へのトレーナー・専門家派遣の開始
・既存のJICA第三国研修の促進とインドネシア側オーナーシッ
プの練成

草の根パートナーシップ支援事業などを拡大し、民間や市民・NGOによる相互協力および第三国へ
の共同協力の促進へ業務の重心を徐々に移していく

トレーナー養成研修を中心とした研修
・自前でトレーナーを養成できる能力を持った人
材の育成
・研修マネジメント能力も合わせて練成する

JICAがモニタ
リングしつつ
も、インドネ
シア側が自前
で研修を実施
する

イ側が自前で
研修（他国に
対する研修も
開始）

無償資金協力の終了



 
 
 

新 JICA 国別事業実施方針 
（インドネシア）策定 

支援のための社会経済調査 

エグゼクティブ・サマリー  

－21－ 

 円借款については、大規模インフラ案件などの需要が残ると考えられるが、商業借款や

国債でのファイナンスへの切り替えを促しつつ、供与額自体を徐々に減少させていく。イ

ンドネシア側の自立を後押しする形、たとえば、JICA のパイロット事業の発展的展開や村

落事業振興のための呼び水的資金として、円借款を活用する方法も考えられる。 

 人材育成においては、トレーナー養成研修に特化していく。自ら研修を実施し人材を育

成できるトレーナーの養成を段階的に進め、人材育成の再生産メカニズムを定着させるこ

とが援助卒業のための目標となる。 

 この移行プロセスにおいて、日本が取り組むべき課題を以下に挙げる。 

(1) 「教える」から「気づき」へ：「教える＝教わる」という関係が固定化すると、技術移

転後に応用が効かない、技術を習得した人材が再生産されない、といった問題が今後

も生じる。日本とインドネシアの双方が「教える＝教わる」という意識から脱し、両

者の協働作業のなかで日本側がインドネシア側の「気づき」を促すというスタイルに

変えていくことが大切である。 

(2) 個々の案件主体から案件間の連携重視へ：スキーム間の連携、ハードとソフトの連携

を進めるのみならず、セクター間の連携、地域間の連携、これらを活用した地域アプ

ローチ、そして民間と連携した総合開発プログラムなど、今後は進化型の連携構想が

ますます重要になろう。 

(3) 地方分権化後の中央＝地方関係への配慮：外国 ODA が中央省庁の権益となり、必要と

される地方で適切な支援が行われない事態は望ましくない。こうした事態を避けるた

めにも、日本は、直接地方に出て行って地方政府とともに案件形成の協働作業を行い、

地方から中央へ案件を上げていくやり方を推進すべきである。この方法は、支援の効

果を高めるだけでなく、地方政府の主体性を高め、インドネシアの地方分権化を側面

から支援するという意味においても有効である。 

(4) 草の根レベルの相互協力関係は拡大へ：援助卒業への移行は、日本とインドネシアと

の関係を縮小させることを意味しない。政府による支援は取捨選択していく一方で、

両国の民間、大学、市民・NGO の間の相互協力は一層発展させていく必要がある。JICA

の草の根パートナーシップのような対等な関係を拡大していくことが望ましい。 

(5) 日本はインドネシアとともに開発途上世界の支援へ：日本がインドネシアの将来的な

援助卒業を支援する過程で、両国による第三国への共同協力は重要な意味を持つ。援

助国化への第一歩としてインドネシアにとって有意義であるだけでなく、日本にとっ

ても適正技術の活用や受入れ国のマインド理解といった点で、支援の効果が上がるこ

とが考えられる。とくに日本がインドネシアと組む意義は、インドネシアには も多

くの日本支援の経験が蓄積されていること、赤道の長さが世界 長の熱帯国インドネ

シアは他の熱帯国支援の参照軸となることにある。親日度の高いインドネシアとパー

トナーシップを組むことは、アジア地域の親日意識を引き止め、日本が開発途上国世

界からより多くの尊敬と信頼を獲得するために非常に有効な道となろう。 
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結論と提言 
 

 日本とインドネシアは、過去 40 年にわたって 大の援助国＝被援助国という関係を続

けてきた。今後は「援助＝被援助」というマインドセットを「協働（kerjasama）」に

変えていく必要がある。2020 年を目処にインドネシアが経済水準に見合った援助卒業

ができるように支援することこそが、日本がなすべき真のインドネシア支援である。 

 過去の日本の支援は、インドネシアの開発政策の変遷にほぼ整合的であった。しかし、

支援の効果にはばらつきが見られた。効果の上がったセクターでは、ハードからソフ

ト包括へという進化がみられた。インドネシア側も、インフラづくり、人づくり、シ

ステムづくり、それらの組み合わせを日本の優位性と認識していた。他方、効果が不

十分だったセクター・案件からは、受入れ側のコミットメントが低いところには支援

しないという教訓が得られた。安易に支援を継続しないことも重要であった。 

 2020 年に向けたインドネシアの開発課題は、高成長と高雇用創出を実現させて、貧困

と格差の削減を図ること、その前提となる安定・安全を確保することである。そこで

有効なのは、「成長の地域別二面戦略」と「成長と貧困の二面戦略」である。この二重

の二面戦略を中心に、支援対象となり得る領域を考え、日本支援の優位性が活かされ

る項目を絞り込んだ。その結果選定された日本が支援すべき 優先項目は、インフラ

整備、ジャワ・スマトラの産業競争力向上、中等・高等教育、地域アプローチによる

成長・貧困削減支援、熱帯雨林などの全地球的資産の保全・持続可能な活用である。 

 JICA および新 JICA は、インドネシアの将来的な援助卒業を念頭に置いて、次のよう

な取組みを進めていくことを本調査は提言する。 

• 既存案件の継続必要性を精査する。継続案件にも、 終終了期限を設定する。 

• 円借款を段階的に削減する。インフラ設計・建設・維持管理の現地化を促進する。

円借款をインドネシア側の自立を促す形で活用する。 

• トレーナー養成研修により、人材の再生産メカニズムを定着させる。 

• 政府間協力だけでなく、民間・大学・市民・NGO・NPO 等の相互協力を重視する。 

• 日本とインドネシアによる第三国への共同協力を開始する。 

• JICA（新 JICA）の業務権限の現地シフト、業務体制・人材の現地化、フィールド

オフィスの設置とそこへの業務権限の委譲を進める。 

 インドネシアは、2004 年の大統領直接選挙を画期として、政治制度上の安定期、経済

的な成長期に入った。2004 年以降に交渉が進んだ日本インドネシア経済連携協定

（EPA）は、2008 年に発効が見込まれる。この機会を捉えて、日本とインドネシアは、

両国間の協議体制を新たに整備することが望ましい。EPA 枠内での「協力」の履行を

共同でモニタリングすること、インドネシアの援助卒業への移行プロセスを共同で運

営・監督していくことがその主たる目的となる。協議体制は、民間にも開かれた体制

にすることが、今後の両国協働の実効を上げるためには必要であろう。 


	表紙
	序文
	目次
	執筆者一覧
	はじめに
	第I部　過去から何を学ぶか？
	1　日本のODAと対インドネシア支援
	2　インドネシアにおける開発政策の変遷
	3　インドネシアにおける開発の実態
	4　日本の対インドネシア支援の効果と問題点

	第II部　今後何をすべきか？
	5　インドネシア開発政策の今後
	6　インドネシアの短・長期開発戦略に関する計量分析
	7　日本の対インドネシア支援の今後のあり方

	結論と提言



